
※令和８年３月３１日までに「利用許可申請書」を提出し、利用許可を受けた場合は、改定前の料金が適用されます。

※仮予約及び利用料未納の場合、利用許可はしておりません。令和８年３月３１日までに施設利用料の入金がない場合は

改定後の料金が適用されます。

※割増料金やその他付属設備利用料等は別途お問合せください。

平素より笠岡市民会館をご利用いただき誠にありがとうございます。

この度、笠岡市では近年の労務単価の上昇や物価の高騰などの社会状況の変化に鑑み、適正な受益者

負担となるようにコスト計算を行った上で公共施設などの使用料や手数料の見直しを行いました。

その見直しに伴い、令和８年４月１日から利用料金を下記のとおり改定させていただきます。

今後とも皆さまに安心してご利用いただける施設運営に努めてまいりますので、何卒ご理解と御協力

を賜りますようお願い申し上げます。

（令和8年4月1日～）

【指定管理者】 （一財）笠岡市総合福祉事業団吸江社

TEL（０８６５）６３－５５１１


